
　
旭
市
の
新
し
い
魅
力
を
発
信
す
る

た
め
、
特
産
品
の
開
発
事
業
に
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

【
対
象
】

●
市
内
に
あ
る
団
体

●
市
内
に
住
所
が
あ
る
人
お
よ
び
事

業
所
が
あ
る
法
人

【
対
象
事
業
】

　
特
産
と
な
る
土
産
品
や
、
地
域
の

食
材
を
使
用
し
た
調
理
品
な
ど
を
新

た
に
開
発
、
ま
た
は
既
存
商
品
の
改

良
を
行
い
販
売
す
る
事
業
で
、
次
の

要
件
を
満
た
す
も
の
で
す
。

●
市
内
で
の
販
売
が
見
込
ま
れ
る

●
名
称
や
意
匠
が
市
と
関
わ
り
が
あ

る
●
調
理
品
の
場
合
、
市
内
の
農
産
物

や
畜
産
物
、
ま
た
は
水
産
物
を
１

種
類
以
上
、
食
材
に
用
い
て
い
る

●
品
質
が
優
れ
て
い
る

●
販
売
価
格
ま
た
は
予
定
販
売
価
格

が
適
正
で
あ
る

●
将
来
に
わ
た
っ
て
、
市
の
特
産
品

と
し
て
定
着
が
期
待
さ
れ
る

【
対
象
経
費
】

　
補
助
対
象
と
な
る
経
費
は
次
に
あ

る
も
の
で
、
人
件
費
は
除
き
ま
す
。

●
開
発
費
用

●
品
質
検
査
ま
た
は
栄
養
成
分
分
析

経
費
な
ど

●
商
標
登
録
経
費

●
商
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
ラ
ベ
ル
な

ど
の
製
作
費

●
販
売
促
進
に
係
る
広
告
・
宣
伝
費

【
補
助
額
】

　
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内
で
50

万
円
ま
で
。

※
１
事
業
に
つ
き
３
年
ま
で
。

【
申
し
込
み
方
法
】

　
商
工
観
光
課
に
あ
る
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

　
５
月
16
日
（水）
〜
31
日
（木）

【
選
考
方
法
】

　
審
査
委
員
会
を
開
き
、
決
定
し
ま

す
。

旭

市

特
産
品

開
発
事
業

東日本大震災被災者支援情報
　税の軽減措置や浄化槽の補助を受けるには、申請が必
要です。くわしい要件などは事前に確認してください。

固定資産税・都市計画税の	
軽減措置があります
滅失または損壊（半壊以上）した住宅の敷地を所有、また
は代替え土地を取得した人
●住宅が再建されず空き地（さら地）の場合、平成33年
度分の課税まで住宅用地の特例が適用されます。
●代替え土地を平成33年３月31日までに取得した場
合、被災した住宅の敷地相当分に、取得した翌年度か
ら３年間、住宅用地の特例が適用されます。

【住宅用地の特例】　※税額が下記の額に軽減。

滅失または損壊（半壊以上）した建物に代わる建物を取得
した人
●被災建物に代わる建物を平成33年３月31日までに取
得した場合、被災建物の床面積相当分の税額が、取得
した翌年度から４年間は２分の１に、その後２年間は
３分の１が減額されます。
●前記の被災建物のうち、自らが居住するための代替え
住宅を平成26年12月31日までに市内に取得した場合、
特例措置と合わせ、代替え住宅の固定資産税および都

市計画税が翌年度から６年間、全額免除になります。
償却資産（事業に用いる機械や器具など）を取得または改
良した人
　被害を受けた償却資産に代わるものを、平成28年３月
31日までに被災地域内で取得、または改良した場合、翌
年度から４年間、税額が２分の１に軽減されます。

被災住宅の浄化槽入れ替えに	
補助金を交付します
　使用していた単独処理浄化槽または合併処理浄化槽が
破損し、新たに合併処理浄化槽を設置する場合、補助金
を交付します。「すでに入れ替えを行った」「現在工事を
行っている」という場合も補助対象になります。
補助対象地域／市内全域
※下水道認可区域、農業集落排水区域、放流先のない場
所（蒸発拡散装置設置の場合は可）を除く。

対象合併処理浄化槽／通常・高度型のいずれも処理対象
が50人以下のもの
※放流先が黒部川流域に該当する地域（主に溝原、長部
の一部）は高度型のみ。

補助限度額／300,000円まで
【注意事項】
　工事は年度内に完了させる必要があります。予算の範
囲内の補助で、ほかの補助事業との併用はできません。

種　別 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
（200㎡までの部分） １／６ １／３

一般住宅用地
（200㎡を超える部分） １／３ ２／３

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

商
工
観
光
課
商
業
振
興
班

☎
62
‐
５
８
７
４

申請・問い合わせ先
税務課資産税班（☎62-5323）

申請・問い合わせ先
環境課環境美化班（☎62-5329）

特
産
品
の
開
発
に

補
助
金
を
交
付
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